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公営企業局管理規程

高知県公営企業局病院事業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成26年 4月 1日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局管理規程第13号

高知県公営企業局病院事業財務規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局病院事業財務規程（平成19年高知県公営企業局管理規程第28号）の一部を次の

ように改正する。

目次中

「第 7章　決算（第109条－第114条） 」

を

「第 6章の 2　引当金（第108条の 2）

第 7章　決算（第109条－第114条） 」

に改める。

第 3条第 1項第 2号中「事務部次長及び総務課長」を「経営事業部次長」に改め、同条第 2項中

「、総務課長の職にある企業出納員は事務部次長の職にある企業出納員を」を削り、「は総務課

長」を「は経営事業部次長」に改め、同条第 3項第 3号を削り、同項第 4号中「総務課長」を「経

営事業部次長」に改め、同号を同項第 3号とする。

第25条中「添付しなければ」を「添えなければ」に改める。

第46条中「第21条の 5第 1項第12号」を「第21条の 5第 1項第15号」に改める。

第53条第 1項中「添付して」を「添えて」に改める。

第66条中「交付する」を「交代する」に改める。

第77条中第10号を第11号とし、第 7号から第 9号までを 1号ずつ繰り下げ、第 6号の次に次の 1

号を加える。

( 7 )　リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、

当該リース物件が前各号に掲げるものである場合に限る。）

第80条第 5号中「無償で譲り受けた」を「譲与、贈与その他無償で取得した」に、「適正な見積

価格」を「公正な評価額」に改める。

第92条の見出しを「（除却報告）」に改め、同条中「除去した」を「除却した」に、「固定資産

除去報告書」を「固定資産除却報告書」に改める。

第97条を次のように改める。

第97条　削除

第99条中「次長」を「県立病院課長」に改める。

第100条中「参考資料」を「参考資料（次項において「予算関係資料」という。）」に改め、同

条に後段として次のように加える。

この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接

法によるものとする。

第100条に次の 1項を加える。

2　予算関係資料には、病院ごとに区分したセグメント情報を注記し、又は注記した書類を添えな

ければならない。

第102条第 1項中「次長」を「県立病院課長」に改める。

第103条中「院長」を「県立病院課長及び院長」に改める。

第106条中「課長」を「局長」に改める。
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第108条第 1項及び第 2項中「院長」を「県立病院課長及び院長」に改める。

第 6章の次に次の 1章を加える。

第 6章の 2　引当金

（退職給付引当金等の計上方法）

第108条の 2 　引当金の計上は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法に

より行うものとする。

( 1 )　退職給付引当金　簡便法（当該事業年度の末日において全企業職員（同日における退職者

を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額によ

る方法をいう。）

( 2 )　前号に掲げるもの以外のもの　局長が別に定める方法

第109条中「次長」を「県立病院課長」に改める。

第112条第 4号から第 7号までを次のように改める。

( 4 )　繰延収益の償却

( 5 )　資産の評価

( 6 )　引当金の計上

( 7 )　未払費用等の経過勘定に関する整理

第114条に後段として次のように加える。

この場合において、第10号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成の方法は、予定キャッ

シュ・フロー計算書の例によるものとする。

第114条第 1号中「及び資金収支表」を削り、同条に次の 1号を加える。

(10)　キャッシュ･フロー計算書

第114条に次の 1項を加える。

2　前項各号に掲げる決算の書類には、病院ごとに区分したセグメント情報を注記し、又は注記し

た書類を添えなければならない。

別表を次のように改める。
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別記第 6号様式中「減価償却対象財源」及び「減価償却対象外財源」を削る。

別記第49号様式中「高知県公営企業局本局」を「高知県公営企業局本局（高知県立　　病院）」

に改め、「（高知県立　　病院）」を削る。

附　則

この規程は、平成26年 4月 1日から施行する。
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